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▶会　期
　９月６日（水）午前 10 時～９月 13 日（水）
▶一般質問

※当日の議会中継や詳細日程については変更の場合もあります。町ホームページでご確認いただくか、下記
　までお問い合わせください。

▶問合せ先
　議会事務局　☎６７- ３３０６

平成 29 年９月 朝日町議会定例会

平成２９年９月１日号 ①

日　時 順 質 問 者 質　問　事　項

９月６日（水）
午後１時 30 分～

１ 白田 忠一
人口減少、少子高齢化対策はスピード感を持って

農業法人について

２ 小関 崇夫 国保会計の責任主体が県に移行する。これに際し、町民が負担す
る保険料がどうなるかを探る

３ 長岡 裕二

少子化の中、小学校は３校体制堅持で進むのか

子どもに読ませるため、学校学級に配布している地元新聞の他に、
論調の違う新聞も同時に閲覧させるべきではないのか

町の公式 Facebook 等の SNS の活用の考えはあるのか

９月７日（木）
午前 10 時～

４ 細谷 秀明 今後の朝日町立病院の運営について

５ 鈴木 光一

介護タクシー利用支援について

旧上郷小学校の今後のあり方について

上郷ダムに堆積した砂や流木について

朝日中学校への自転車通学について



▶日　時　９月９日（土）　午前 10 時 30 分～
▶場　所　創遊館 おはなしルーム
▶内　容　
　・読み聞かせ  「おもいのどっち？」
　　　　　　　  「カラスのはてな？」
　　　　　　　  「ぼく、いってくる！」
　・エプロンシアター「なにかな？」
　・パネルシアター「どうぶつむらのひろば」
　　ほか
▶問合せ先　おはなし会ぶなの実　登坂ひかる
　　　　　　☎６７- ２４５８

９月のおはなし会

●９月より肝臓外来の担当医師が変わります。

●９月の土曜診療は９月２日です。
【診察予定】

「○」：午前９時から診察
　　　（受付：午前 11 時 30 分まで
　　　 　　　循環器外来は午前 11 時まで）

「△」：午後２時から診察
　　　（受付：肝臓外来は午後２時 30 分まで
　　　　　　 眼科は午後３時 30 分まで）
※都合により変更の場合があります。
※急患の場合はいつでも診察いたします。
▶問合せ先　朝日町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院診察・休診のお知らせ

月　日 内科 循環器 肝臓 糖尿 外科 眼科 整形
外科

９/ １（金） ○ ○
９/ ２（土） ○
９/ ３（日）
９/ ４（月） ○ △ △ ○
９/ ５（火） ○ ○ ○
９/ ６（水） ○ ○
９/ ７（木） ○ △
９/ ８（金） ○ ○
９/ ９（土）
９/10（日）
９/11（月） ○ △ △ ○
９/12（火） ○ ○ ○
９/13（水） ○
９/14（木） ○ △
９/15（金） ○ ○

○全国一斉こころの健康相談統一ダイヤル
　9 月10 ～16日は自殺予防週間です。
▶電話番号　全国一斉こころの健康相談統一ダイヤル
　　　　　　☎０５７０-０６４-５５６
　※ PHS 電話、IP 電話、プリペイド式携帯電話、列
　　車公衆電話、海外からは接続できません。
　※「心の健康相談ダイヤル」においても、相談を受
　　け付けています。（☎０２３-６３１-７０６０）
▶受付時間
　９月10日（日）～16日（土）午前９時～午後５時

▶その他（自殺予防週間以外）
　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　午前９時～正午および午後１時～５時

○自死遺族相談
▶個別相談　精神科医師による個別相談（予約制）
▶集　い　亡くされた方同士のわかち合い（月１回）
▶申込み先　県精神保健福祉センター
　　　　　　☎０２３-６２４-１２１７
　お電話にてお申込みください。秘密は厳守します。

「全国一斉こころの健康相談統一ダイヤル」・「自死遺族相談」

肝臓外来
8 月 17 日まで 9 月 4 日から

曜日 担当医 曜日 担当医
月曜日 勝見 智大 月曜日 冨田 恭子

　１人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などを対
象に、地域で安心して生活できるように見守り訪
問活動を行っており、その支援員を募集します。
▶勤　務　週１日（午前９時～午後５時）
▶内　容　
　対象者宅を訪問しての安否確認や聞き取り
▶募集人員　１人
▶応募要件
　①パソコン（エクセル・ワード）の操作ができる方
　②普通自動車運転免許（ＡＴ車限定可）を持っ
　　ている方
▶賃　金　法人規定により
▶応募締切　９月 15 日（金）
▶問合せ先　社会福祉法人朝日町社会福祉協議会
　　　　　　☎６７- ２４６５

見守り事業の支援員を募集します



　平成 29 年４月１日以降に新規就業した町民に対し
激励金を交付します。必要書類を持参し総合産業課
商工振興係へ申請してください。なお、激励金は就
労から６ヶ月経過後に交付します。

▶対象者
　最終学校卒業または中退後、概ね１年以内に朝日
　町内の企業等（農業含む）に正規就労した新規学
　卒就業者。
　※ただし、次の各号に掲げる方は該当しません。
　①公務員または公務員に準ずる方（銀行、ＪＡ等）
　②パート、アルバイトなど、正規以外の形態で就
　　労している方
　③就労後６カ月未満で離職した方
　④その他、町長が新規学卒就業者と認めない方
▶交付額　３万円

▶申請手続き
　申請書に雇用先からの証明書を添付のうえ、10 月
　20 日まで提出してください。10 月１日以降に新規
　就業した方は、その都度提出してください。
▶必要書類
　申請書、雇用年月日等証明書
　※総合産業課に準備してあります。

▶問合せ先
　総合産業課 商工振興係
　☎６７- ２１１３

新規学卒就業者激励金を交付します

　「町内で創業及び就農を希望する方」
　「求人募集をお考えの方」は下記まで
▶問合せ先　しごと相談窓口（総合産業課内）　☎６７- ２１１３

しごと相談窓口からの
お知らせ

　住民票の写しや、戸籍謄抄本等の請求をする場合、
請求者本人、代理人を問わず、窓口に来た方の「本人
確認」を行っています。戸籍法・住民基本台帳法に基
づくもので、他人からの不正請求を防止することが目
的ですので、証明書請求の際は、必ず下記の本人確認
書類をご持参ください。住民異動届や戸籍届、税証明
の交付請求の際も同様です。

▶本人確認の方法
　①運転免許証、パスポート、住基カード・マイナンバー
　　カード、在留カード、身体障害者手帳など、官公
　　署が発行した顔写真付の証明書などを1 点

　　※マイナンバーの通知カードは本人確認書類には
　　　なりません。
　②①の書類が無い場合は、各種医療保険証、年金
　　手帳、介護保険証、預金通帳などを1 点
　　（戸籍関係の証明書の請求時は、いずれか２種 
　　類の書類が必要です）
※代理人の方が請求する場合（窓口に来られる場合）
　は、本人確認の他、「委任状」が必要な場合があり
　ますのでお問合わせください。

▶問合せ先
　税務町民課 戸籍年金係　☎６７-２１１９

住民票の写しなどの請求時には「本人確認」が法律で定められています

　毎週月曜日（月曜が休日の場合は翌日）は、業務を
延長し午後７時まで証明書交付を行っています。ただ
し、対応できる業務は下記に記載の証明書に限ります。
それ以外の業務はできかねますのでご注意ください。

▶交付対象証明書
　①戸籍関係　戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸
　　籍謄抄本、戸籍の附票謄抄本、身分証明書

　②住民票関係　住民票謄抄本、住民票除票
　③印鑑証明（登録はできません）
　④税務関係　所得証明書、課税証明書（非課税証
　　明書除く）、納税証明書（法人除く）、軽自動車
　　税納税証明書（車検用）

▶問合せ先　
　税務町民課 戸籍年金係　☎６７-２１１９

毎週月曜日は午後７時まで証明書を延長して交付します
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　町と寒河江税務署では、事業者の方を対象として、
消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜひ説
明会にお越しください。なお、会場の都合上、席に限
りがありますことを予めご了承ください。

▶開催日時　９月26日（火）午後 1時 30 分～ 3 時
▶場　所　創遊館 ２階 会議室

▶問合せ先
　寒河江税務署　８６-２２４４（代表）

消費税の軽減税率制度に関する説明会の開催についてのご案内

　外国人観光客の接客を行う事業者の方を対象に、外
国語に不慣れでも接客対応を行えるように「免税手続
き・おもてなし研修」を実施します。詳細については
県ホームページをご覧ください。

▶日　時　9 月19日( 火 ) 午後１時 30 分～３時 30 分

▶場　所　村山総合支庁 402 会議室
▶対　象　小売業・酒類製造者・観光業関係者
▶講　師　株式会社ヒト・コミュニケーションズ

▶申込み・問合せ先
　山形県商業・県産品振興課　☎０２３-６３０-２３６５

「免税手続き・おもてなし研修」を開催します
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